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△ 税務署の処分に不服があるとき

Q :私は会社を経営しており、この度、税

務署から更正処分を受け、加算税を課税され

ましたが、この処分に納得できません。何か

救済のみちはないのでしょうか。

A:不服申立てのみちが開かれています。

【解説】

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分

などについて不服があるときは、その処分に

不服のある人が、その処分の取消しや変更を

求める不服申立てのみちが開かれています。

不服申立ては、原則として、まず、処分の

通知を受けた日の翌日から2カ月以内にこれ

らの処分を行った税務署長等に対して「異議

申立て」をしてください。異議申立てを受け

た税務署長は、その処分が正しかったかどう

か、あらためて見直しを行います。

なお、青色申告書についての更正処分など

の場合には、税務署長等に対する異議申立て

をせずに、直接国税不服審判所長に審査請求

をすることができます。

異議申立てに対する税務署長等の決定があ

った後の処分に、なお不服があるときは、そ

の通知を受けた日の翌日から1カ月以内に国

税不服審判所長に対して「審査請求」をする

ことができます。審査請求を受けた国税不服

審判所では、審査請求人の不服の内容を中心

に、調査及び審理を行います。

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決

があった後の処分に、なお不服があるときは、

その通知を受けた日から3カ月以内に裁判所

に対して訴えを提起することができます。
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